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 公
共
施
設
使
用
料
の 

統 

一 

改 

定

　

市
が
整
備
し
た
多
種
多
様
な

公
共
施
設
は
�
市
民
生
活
に
欠

か
せ
な
い
大
切
な
財
産
と
し
て

日
々
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
�
こ

れ
ら
施
設
の
維
持
管
理
費
用
は
�

利
用
者
が
負
担
す
る
使
用
料
と

税
に
よ
�
て
ま
か
な
わ
れ
て
い

ま
す
�

　

本
市
の
公
共
施
設
の
現
行
使

用
料
は
�
合
併
以
前
の
額
・
料

金
体
系
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぎ
�

類
似
の
施
設
や
地
域
間
で
不
均

衡
が
生
じ
て
い
る
た
め
�
平
成

３０
年
４
月
か
ら
使
用
料
︵
入
館

料
は
除
く
︶
を
統
一
改
定
す
る

た
め
の
基
本
方
針
�
な
ら
び
に

改
定
案
を
公
表
し
�
意
見
を
募

集
し
ま
す
�

︻
料
金
体
系
の
見
直
し
︼

①
料
金
の
単
位
区
分

・
１
時
間
あ
た
り

・
１
人
あ
た
り

②
時
間
帯
等
の
区
分

　

現
行
の
﹁
夜
間
料
金
の
か
さ

増
し
﹂
�
﹁
長
時
間
利
用
の
割

り
引
き
﹂
等
の
時
間
帯
区
分
や

曜
日
別
の
料
金
体
系
を
撤
廃
し

ま
す
�

③
使
用
料
の
単
位

　

１
０
０
円
単
位
を
基
本
と
し

ま
す
�

④
冷
暖
房
等
使
用
に
よ
る
料
金

　

冷
暖
房
等
使
用
は
�
別
途
加

算
と
せ
ず
�
使
用
料
に
含
み
ま

す
�

⑤
激
変
緩
和
措
置

　

現
行
使
用
料
よ
り
大
幅
に
高

額
と
な
り
�
利
用
率
の
低
下
を

招
く
恐
れ
が
あ
る
場
合
�
ま
た

は
大
幅
に
低
額
と
な
る
こ
と
で
�

民
間
企
業
の
営
利
事
業
を
圧
迫

す
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
等
は
�

段
階
的
な
適
用
等
の
措
置
を
講

じ
ま
す
�

⑥
開
館
時
間
外
の
使
用

　

許
可
を
得
て
開
館
時
間
外
に

施
設
を
使
用
す
る
場
合
は
�
原

則
と
し
て
使
用
料
の
１
・
５
倍

を
目
安
と
し
て
設
定
し
ま
す
�

⑦
市
外
料
金

　

市
外
の
団
体
・
個
人
の
利
用

は
�
原
則
と
し
て
使
用
料
の
２

倍
を
目
安
と
し
て
設
定
し
ま
す
�

⑧
営
利
目
的
の
使
用

　

営
業
ま
た
は
�
営
利
目
的
の

利
用
は
原
則
と
し
て
使
用
料
の

３
倍
を
目
安
と
し
て
設
定
し
ま

す
�

⑨
定
期
的
な
見
直
し

　

消
費
税
率
の
変
更
等
�
使
用

料
に
著
し
い
影
響
が
あ
る
場
合

を
除
き
�
原
則
５
年
を
目
処
に

定
期
的
な
見
直
し
を
行
い
ま
す
�

︻
減
額
・
免
除
基
準
の
基
本
︼

　

市
が
認
め
る
団
体
が
団
体
本

来
の
活
動
を
行
う
場
合
の
施
設

利
用
に
つ
い
て
�
免
除
ま
た
は

減
額
の
対
象
と
し
ま
す
�

◆
免
除
の
例

・
町
内
会
等
の
利
用

・
行
政
活
動
を
補
完
す
る
団
体

　

の
利
用

・
ス
ポ
少
活
動
�
小
・
中
学
�

　

高
校
の
部
活
動
の
利
用

・
社
会
奉
仕
︵
ボ
ラ
ン
テ
�
ア

　

活
動
︶
団
体
の
利
用

・
伝
承
芸
能
の
保
存
を
目
的
と

　

し
て
い
る
団
体
の
利
用

・
半
数
以
上
が
高
齢
者
︵
６５
歳

　

以
上
︶
の
団
体
利
用

・
障
が
い
者
の
団
体
利
用

・
市
補
助
金
交
付
団
体
の
利
用

・
市
民
活
動
団
体
の
利
用
︵
芸

　

術
文
化
協
会
や
体
育
協
会
の

　

加
盟
団
体
�
公
民
館
育
成
団

　

体
�
登
録
自
主
グ
ル
�
プ
等
︶

　

※
週
２
回
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
ど

◆
減
額
の
例

・
労
働
者
研
修
セ
ン
タ
�
﹁
エ

　

ニ
ワ
ン
﹂
を
企
業
が
研
修
で

　

利
用
す
る
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
ど

基
本
方
針
・
改
定
案
の
概
要

︻
基
本
方
針
の
３
つ
の
柱
︼

①
受
益
者
負
担
の
原
則

　

公
共
施
設
の
使
用
料
は
�
利

用
者
が
そ
の
利
用
の
対
価
と
し

て
負
担
す
る
も
の
で
�
利
用
者

に
と
�
て
は
�
よ
り
安
価
で
あ

る
こ
と
が
望
ま
し
い
で
す
が
�

そ
の
反
対
に
維
持
管
理
費
用
の

不
足
分
を
税
で
︵
過
剰
に
︶
補

う
こ
と
に
な
り
ま
す
�

　

施
設
の
利
用
者
に
利
用
の
対

価
と
し
て
�
一
定
の
負
担
を
求

め
る
こ
と
に
よ
り
�
負
担
の
公

平
性
を
確
保
し
ま
す
�

②
共
通
の
使
用
料
算
定
ル
�
ル

　

の
設
定

　

統
一
し
た
方
法
で
把
握
し
た

原
価
︵
施
設
の
維
持
管
理
等
に

必
要
な
費
用
︶
を
基
本
と
し
ま

す
�
共
通
の
算
定
ル
�
ル
を
設

定
す
る
こ
と
で
�
市
内
の
類
似

施
設
の
不
均
衡
を
是
正
し
�
使

用
料
算
定
の
根
拠
を
分
か
り
や

す
く
し
ま
す
�

③
減
額
・
免
除
基
準
の
見
直
し

　

﹁
使
用
料
の
減
額
・
免
除
﹂

は
�
施
設
の
利
用
促
進
や
各
種

団
体
の
活
動
な
ど
に
一
定
の
効

果
を
上
げ
て
い
ま
す
�

　

公
の
施
設
は
さ
ま
ざ
ま
な
設

置
目
的
を
持
つ
こ
と
か
ら
�
同

種
の
施
設
に
お
い
て
�
統
一
の

減
額
・
免
除
基
準
と
な
る
よ
う

規
定
を
見
直
し
ま
す
�

︻
改
定
対
象
施
設
︼

　

市
の
公
共
施
設
の
う
ち
�
使

用
料
を
徴
収
し
て
い
る
�
ま
た

は
徴
収
す
べ
き
施
設
を
対
象
に

改
定
し
ま
す
�

※
会
議
室
等
の
み
の
改
定
も
含

　

み
ま
す
。

︻
改
定
対
象
外
の
施
設
︼

・
法
令
等
に
よ
り
使
用
料
を
徴

　

収
で
き
な
い
施
設
︵
図
書
館
︶

・
負
担
を
求
め
る
こ
と
が
適
切

　

で
な
い
施
設
︵
公
園
�
駅
駐

　

輪
場
等
︶

・
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
済

　

み
施
設
︵
道
の
駅
象
潟
ね
む

　

の
丘
�
温
泉
保
養
セ
ン
タ
�

　

は
ま
な
す
︶

・
そ
の
他
�
統
一
が
困
難
な
斎

　

場
等

公共施設使用料の統一改定

使用料算定のイメージ図

施設の維持管理等に必要な経費
（光熱水費、燃料費、施設の管理委託料など）

利用者による負担 税による負担

種　別

福祉施設

老人憩の家

高原施設

農村公園施設

ふれあい自然公園施設

農業関連施設

公民館等

公会堂

体育館等

海洋センター

屋外運動施設

その他

施　設　名

スマイル、元気百歳館

午ノ浜温泉（漁村センター）、はんの木、けやき

ひばり荘

白窓苑「パオ」

奈曽の白滝公園展示作業交流施設

上郷生活改善センター、象潟都市農村交流センター、

上浜構造改善センター、象潟構造改善センター

仁賀保公民館、金浦公民館、象潟公民館、

仁賀保勤労青少年ホーム、金浦勤労青少年ホーム

象潟公会堂

仁賀保体育館、金浦体育館、象潟体育館、

仁賀保武道館

象潟Ｂ＆Ｇ海洋センター　※多目的ホールのみ

仁賀保グリーンフィールド、九十九島球場、

象潟グラウンド（夜間照明）、

スポーツセンターサッカー場、

テニスコート（仁賀保・栗山池公園）

フェライト子ども科学館　※研究工房、多目的ギャラリーのみ

コミュニティ防災センター、

労働者研修センター「エニワン」

改定する施設一覧

問
合
先

　
　

総
務
部
総
務
課

　
　

☎
４３
・
７
５
０
７

区　分

○○室

９時から
正午まで
１，０２０円

午後１時から
午後５時まで

１，０２０円

午後６時から
午後９時３０分まで

１，５４０円

使　用　料

区　分
○○室

単　位
１室１時間につき

使　用　料
２００円

使用料改定の例

基本方針・改定案への意見を募集基本方針・改定案への意見を募集

募集内容　

にかほ市公共施設使用料統一改定に係る基本方針

および改定案

資料閲覧　

市ＨＰ、総務部総務課（象潟庁舎２階）、仁賀保・

金浦市民ＳＣ、図書館および分館

募集期間　

９月１５日㈮〜１０月１６日㈪

意見の取扱い　

改定の参考とし、にかほ市の考え方などを市ＨＰ

で公表。（個人情報は非公表、類似意見は集約）

意見への個別回答、意見書等の返却はしない。

意見提出方法　

件名を「にかほ市公共施設使用料統一改定パブリ

ックコメント」として、所定の様式または任意の

様式に意見、住所、氏名、電話番号、年齢を明記

①持参（総務課または仁賀保・金浦市民ＳＣ）

②郵送、ＦＡＸ（総務課）

③電子メール（総務課）

意見提出・問合先

〒０１８−０１９２　にかほ市象潟町字浜ノ田１番地

にかほ市役所総務課総務行政改革班

☎４３−７５０７　FAX４３−５７０７

e-mail　soumu@city.nikaho.lg.jp

パブリックコメントを実施します！！

　　　　　　使用料の収入を
　　　　　   増やすことが目的でな
　　　　く類似施設でのばらつき
　　　を統一するための改定だっ
　　ぺん。ほとんどの施設で少な
　　　くなるみたいっぺん。

 

使用料は一定の負担で
算定されるっぺん

今
よ
り
も
分
か
り
や
す
く
て

利
用
し
や
す
く
な
る
�
ぺ
ん

・
・

ホームページ

サービスセンター

��


